様式第1号（第４条関係）

赤穂市認定地域クラブ活動認定申請書兼誓約書
　　　年　　月　　日
赤穂市教育委員会　宛
　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　


認定地域クラブ活動の認定を受けたいので、赤穂市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱第４条第１項の規定により次のとおり申請します。
	１
	地域クラブ活動の名称
	

	２
	団体の所在地又は代表者の住所
	〒


	３
	連絡先
	TEL   ：
E-mail：

	４
	活動種目
	

	５
	活動方針
	⑴　活動方針


	６
	活動内容
	⑵　


	７
	参加者数
	全体　　　名（うち中学生　　　　名）

	８
	募集対象者
	小学生未満　　小学生　　中学生　　高校生　　成人
　該当するものに○をつけてください。

	９
	募集対象区域（エリア）
	

	10
	活動時間
	



	11
	活動場所
	



	12
	参加費、保険料等の
受益者負担
	参加費：　　　　　円／月 又は 年
保険料：　　　　　円／年
その他：　　　　　円／年

	14
	添付書類
	⑴　団体の規約等
⑵　指導者名簿
⑶　地域クラブ活動の活動計画書
⑷　地域クラブ活動に係る収支計画書
⑸　その他必要な書類



上記の申請に当たり、下記の事項を遵守することを誓約します。

記

１　本申請書及び添付書類に記載した内容に沿って活動を行うこと。
２　申請内容のうち認定に係る事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。
３　教育委員会からの指導助言等があった場合は、真摯に対応すること。

様式第1号（第４条関係）記入例


赤穂市認定地域クラブ活動認定申請書兼誓約書
令和××年××月××日
赤穂市教育委員会　宛
　　　　　団体名　●●●●●●●●●●●●　
代表者氏名　代表　◎◎◎　◎◎◎　


認定地域クラブ活動の認定を受けたいので、赤穂市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱第４条第１項の規定により次のとおり申請します。
	１
	地域クラブ活動の名称
	○○○○○○○○○○○○

	２
	団体の所在地又は代表者の住所
	〒６７８－０２３９
赤穂市加里屋８１番地

	３
	連絡先
	TEL   ：(携帯)XXX-XXXX-XXXX、(自宅)XXXX-XX-XXXX
E-mail：XXXX@XXXX.jp

	４
	活動種目
	□□□□□□□□□□

	５
	活動方針
	（例１）□□□□□□□□□□の楽しさや、生徒同士のつながりの重要性等を伝える指導をします。
（例２）□□□□□□□□□□の競技力の向上を図る。

	６
	活動内容
	（例）□□□□□□□□□□の基礎を中心に指導する。


	７
	参加者数
	全体　　　名（うち中学生　　　　名）

	８
	募集対象者
	小学生未満　　小学生　　中学生　　高校生　　成人
　該当するものに○をつけてください。

	９
	募集対象区域（エリア）
	赤穂市内全域

	10
	活動時間
	月・火・木・金　16:30～18:00
土　9:00～12:00


	11
	活動場所
	△△△△△△△△グラウンド



	12
	参加費、保険料などの受益者負担
	参加費：３，０００円／月
保険料：　　８００円／年
その他：―――――円／年　遠征時の生徒の交通費等は実費。

	14
	添付書類
	⑴　団体の規約等
⑵　指導者名簿
⑶　地域クラブ活動の活動計画書
⑷　地域クラブ活動に係る収支計画書
⑸　その他必要な書類



上記の申請に当たり、下記の事項を遵守することを誓約します。

記

１　本申請書及び添付書類に記載した内容に沿って活動を行うこと。
２　申請内容のうち認定に係る事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。
３　教育委員会からの指導助言等があった場合は、真摯に対応すること。

⑸　その他必要な書類として、
・赤穂市認定地域クラブ活動認定要件確認書
・赤穂市認定地域クラブ活動指導者登録申請書兼誓約書（初めて登録する指導者のみ）
・参加生徒名簿
　※⑵指導者名簿と参加生徒名簿は、別添のエクセルデータの様式をご使用ください。赤穂市認定地域クラブ活動事業補助金交付要綱の様式と同一です。

赤穂市認定地域クラブ活動認定要件確認書

· 本確認書の内容を審査するため、必要に応じてヒアリングや現地確認、根拠資料の提出等が求められることがあります。




１　学校部活動が担ってきた教育的意義を継承、発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで、豊かで幅広い活動機会の保障に寄与するものであること
□　生徒※１の自主的・主体的な参加による活動※２であり、競技性や成果のみに偏重するのではなく、生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保し、生涯にわたってスポーツや文化芸術を楽しみ、豊かに関わるために必要な資質・能力等を育てることを目指した活動であること。
□　市内及び近隣の生徒が身近に参加できる活動を基本としていること。なお、特定の競技力の向上のみを目的として、広域から生徒を選別して集めることを主目的とするものではないこと。
□　原則として参加を希望する生徒を広く受け入れる体制を整えること。ただし、活動の安全確保や指導体制の維持に必要な範囲で、定員の設定や受入条件を設けることを妨げない。※３
※１　中学校等の生徒を主な対象とするが、小学生や高校生、大人等と一緒に活動する多世代の取組を排除するものではない。以下同じ。
※２　児童・生徒へのアンケート調査や生徒によるワークショップ、生徒による活動目標・活動計画の話し合いなど生徒のニーズや意見等が反映される仕組みを設けるとともに、生徒のニーズに応じた多種多様なプログラムを提供することが期待される。
※３　全ての生徒が希望に応じて活動に参加できるよう、障害の有無や経験等にかかわらず、多様な生徒の受入れに配慮すること。

２　適切な運営体制が確保されていること
□　次の内容を含む規約等※１を整備し、適切な運営が行われていること。※２
· 団体の目的
· 役員（代表、副代表、会計、監事※３）の選任・解任に関すること。
· 総会の運営など団体の意思決定に関すること。
· 会員の入退会、参加費等に関すること。
· 予算・決算の審議・承認に関すること。
□　公正かつ適切な会計処理が行われ、参加生徒及び保護者に対し、予算及び決算の内容を適切に報告していること。
□　営利を主たる目的とせず、持続可能な運営に努めること。
□　大会・コンクールに参加する場合には、その運営に積極的に協力すること。
※１　実質的に適切な運営体制が確保されていれば差し支えない。
※２　日本スポーツ協会の総合型地域スポーツクラブ登録制度の登録クラブの場合には、確認事項の一部を満たしていると判断する。
※３　団体の持続的・安定的な運営を確保するとともに、適切なガバナンスを確保する観点から、原則として、代表、副代表、会計及び監事は、互いに兼ねることはできない。地域の実情等により役員を確保することが困難な場合等の例外的な場合にも、監事は、代表、副代表、会計を兼ねることはできない。



３　適切な指導の実施体制が確保されていること
□　地域クラブ活動において指導や指導補助、見守り等を行う人材（以下「指導人材」と　いう。）が、暴力・暴言・ハラスメント、いじめ、無視等の行為は、許されない行為であることを理解し、自らこうした行為を行わないとともに、参加生徒同士のこうした行為も許さないことを誓約すること。
□　教育委員会が定める研修を受講し、教育委員会に登録された指導人材が活動に携わること。
□　持続的・安定的な活動を確保するとともに、事故や不適切行為（暴力・暴言・ハラスメント等）を防止するため、開かれた指導体制を構築すること。※１
※１　指導者が１名の場合にあっては、保護者等による活動の参観を妨げないことや、活動の様子が家庭に伝わる工夫を行うこと等により、活動の透明性を確保すること。

４　適切な安全体制が確保されていること
□　生徒の発達段階や健康の状態、気温や湿度、暑さ指数（ＷＢＧＴ）等の環境を考慮の　うえ、適切な指導内容や活動時間、休息時間、水分補給の機会等を設定するとともに、活動場所の管理主体と連携した施設・設備・用具の点検等を行い、事故防止を徹底すること。
□　教育委員会、地域クラブ活動の運営団体・実施主体及び活動場所の管理主体等の間で、あらかじめ事故等が発生した場合の緊急連絡体制や対応手順を確認するとともに、それぞれの役割に応じた適切な対応がなされるよう連携を図ること。
□　保護者や関係機関への緊急時の連絡体制の整備等を行い、事故発生時の対応を適切に行うこと。
□　参加者及び指導人材が、自身の怪我等を補償する保険や個人賠償責任保険に加入していること。

５　適切な活動時間及び休養日が設定されていること
□　生徒の心身の成長に配慮して健康に生活を送れるよう、週２日以上の休養日を設定し、活動時間は、平日は１日２時間程度以内、休日は１日３時間程度以内とし、週当たりの活動時間は１１時間程度の範囲内とすること。その上で、できるだけ短時間で合理的かつ効率的・効果的な活動となっていること。※１
□　年間の活動計画（活動日、休養日、参加予定大会の日程等）及び毎月の活動計画（活動日時・場所、休養日、大会参加日等）を策定し、参加生徒、保護者等に対して適切に周知していること。また、教育委員会から提出を求められた場合には、速やかに提示できるよう備えていること。
※１　原則として、休日の地域クラブ活動において、少なくとも１日以上の休養日を設ける。ただし、週当たりの活動時間が１１時間程度の範囲内に収まり、かつ、週２日以上の休養日が設けられるのであれば、平日の活動を週３日以内に抑えつつ休日に２日間連続して活動を行うなど、柔軟な対応を行うことも可能とする。

６　活動の維持及び運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること
□　国が示す参加費等の金額の目安を踏まえつつ、地域の実情や競技種目等の特性等に応じて、地域クラブ活動を持続的・安定的に運営していくために必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること。

７　学校等との連携が適切に行われていること
□　地域クラブ活動の活動方針や年間の活動概要について、教育委員会又は中学校からの求めに応じて適切に情報提供を行うこと。
□　生徒の活動状況（顕著な大会成績、表彰等）について、在籍校と適宜情報共有を図ること。
□　教育委員会や中学校が行う地域クラブ活動に関する各種広報活動（案内資料の配布、周知協力等）に対し、必要な協力を行うこと。
□　活動場所として学校施設を活用する場合や希望する教職員による兼職兼業が行われる場合等には、その円滑な実施のため、教育委員会や学校との必要な連絡調整を行うこと。


上記、要件を確認しました。

　　年　　月　　日

　赤穂市教育委員会　宛


団体名　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　


赤穂市認定地域クラブ活動認定要件確認書記入例


· 本確認書の内容を審査するため、必要に応じてヒアリングや現地確認、根拠資料の提出等が求められることがあります。




１　学校部活動が担ってきた教育的意義を継承、発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで、豊かで幅広い活動機会の保障に寄与するものであること
☑　生徒※１の自主的・主体的な参加による活動※２であり、競技性や成果のみに偏重するのではなく、生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保し、生涯にわたってスポーツや文化芸術を楽しみ、豊かに関わるために必要な資質・能力等を育てることを目指した活動であること。
☑　市内及び近隣の生徒が身近に参加できる活動を基本としていること。なお、特定の競技力の向上のみを目的として、広域から生徒を選別して集めることを主目的とするものではないこと。
☑　原則として参加を希望する生徒を広く受け入れる体制を整えること。ただし、活動の安全確保や指導体制の維持に必要な範囲で、定員の設定や受入条件を設けることを妨げない。※３
※１　中学校等の生徒を主な対象とするが、小学生や高校生、大人等と一緒に活動する多世代の取組を排除するものではない。以下同じ。
※２　児童・生徒へのアンケート調査や生徒によるワークショップ、生徒による活動目標・活動計画の話し合いなど生徒のニーズや意見等が反映される仕組みを設けるとともに、生徒のニーズに応じた多種多様なプログラムを提供することが期待される。
※３　全ての生徒が希望に応じて活動に参加できるよう、障害の有無や経験等にかかわらず、多様な生徒の受入れに配慮すること。

２　適切な運営体制が確保されていること
☑　次の内容を含む規約等※１を整備し、適切な運営が行われていること。※２
· 団体の目的
· 役員（代表、副代表、会計、監事※３）の選任・解任に関すること。
· 総会の運営など団体の意思決定に関すること。
· 会員の入退会、参加費等に関すること。
· 予算・決算の審議・承認に関すること。
☑　公正かつ適切な会計処理が行われ、参加生徒及び保護者に対し、予算及び決算の内容を適切に報告していること。
☑　営利を主たる目的とせず、持続可能な運営に努めること。
☑　大会・コンクールに参加する場合には、その運営に積極的に協力すること。
※１　実質的に適切な運営体制が確保されていれば差し支えない。
※２　日本スポーツ協会の総合型地域スポーツクラブ登録制度の登録クラブの場合には、確認事項の一部を満たしていると判断する。
※３　団体の持続的・安定的な運営を確保するとともに、適切なガバナンスを確保する観点から、原則として、代表、副代表、会計及び監事は、互いに兼ねることはできない。地域の実情等により役員を確保することが困難な場合等の例外的な場合にも、監事は、代表、副代表、会計を兼ねることはできない。

３　適切な指導の実施体制が確保されていること
☑　地域クラブ活動において指導や指導補助、見守り等を行う人材（以下「指導人材」という。）が、暴力・暴言・ハラスメント、いじめ、無視等の行為は、許されない行為であることを理解し、自らこうした行為を行わないとともに、参加生徒同士のこうした行為も許さないことを誓約すること。
☑　教育委員会が定める研修を受講し、教育委員会に登録された指導人材が活動に携わること。
☑　持続的・安定的な活動を確保するとともに、事故や不適切行為（暴力・暴言・ハラスメント等）を防止するため、開かれた指導体制を構築すること。※１
※１　指導者が１名の場合にあっては、保護者等による活動の参観を妨げないことや、活動の様子が家庭に伝わる工夫を行うこと等により、活動の透明性を確保すること。

４　適切な安全体制が確保されていること
☑　生徒の発達段階や健康の状態、気温や湿度、暑さ指数（ＷＢＧＴ）等の環境を考慮の　うえ、適切な指導内容や活動時間、休息時間、水分補給の機会等を設定するとともに、活動場所の管理主体と連携した施設・設備・用具の点検等を行い、事故防止を徹底すること。
☑　教育委員会、地域クラブ活動の運営団体・実施主体及び活動場所の管理主体等の間で、あらかじめ事故等が発生した場合の緊急連絡体制や対応手順を確認するとともに、それぞれの役割に応じた適切な対応がなされるよう連携を図ること。
☑　保護者や関係機関への緊急時の連絡体制の整備等を行い、事故発生時の対応を適切に行うこと。
☑　参加者及び指導人材が、自身の怪我等を補償する保険や個人賠償責任保険に加入していること。

５　適切な活動時間及び休養日が設定されていること
☑　生徒の心身の成長に配慮して健康に生活を送れるよう、週２日以上の休養日を設定し、活動時間は、平日は１日２時間程度以内、休日は１日３時間程度以内とし、週当たりの活動時間は１１時間程度の範囲内とすること。その上で、できるだけ短時間で合理的かつ効率的・効果的な活動となっていること。※１
☑　年間の活動計画（活動日、休養日、参加予定大会の日程等）及び毎月の活動計画（活動日時・場所、休養日、大会参加日等）を策定し、参加生徒、保護者等に対して適切に周知していること。また、教育委員会から提出を求められた場合には、速やかに提示できるよう備えていること。
※１　原則として、休日の地域クラブ活動において、少なくとも１日以上の休養日を設ける。ただし、週当たりの活動時間が１１時間程度の範囲内に収まり、かつ、週２日以上の休養日が設けられるのであれば、平日の活動を週３日以内に抑えつつ休日に２日間連続して活動を行うなど、柔軟な対応を行うことも可能とする。

６　活動の維持及び運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること
☑　国が示す参加費等の金額の目安を踏まえつつ、地域の実情や競技種目等の特性等に応じて、地域クラブ活動を持続的・安定的に運営していくために必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること。

７　学校等との連携が適切に行われていること
☑　地域クラブ活動の活動方針や年間の活動概要について、教育委員会又は中学校からの求めに応じて適切に情報提供を行うこと。
☑　生徒の活動状況（顕著な大会成績、表彰等）について、在籍校と適宜情報共有を図ること。
☑　教育委員会や中学校が行う地域クラブ活動に関する各種広報活動（案内資料の配布、周知協力等）に対し、必要な協力を行うこと。
☑　活動場所として学校施設を活用する場合や希望する教職員による兼職兼業が行われる場合等には、その円滑な実施のため、教育委員会や学校との必要な連絡調整を行うこと。


上記、要件を確認しました。

令和××年××月××日

　赤穂市教育委員会　宛

　　　　　団体名　●●●●●●●●●●●●　
代表者氏名　代表　◎◎◎　◎◎◎　


赤穂市認定地域クラブ活動指導者登録申請書兼誓約書
年　　月　　日
赤穂市教育委員会　宛
住　所　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　印

　認定地域クラブ活動の指導者として登録を受けたいので、次のとおり申請します。
	生年月日
	　　　年　　月　　日
	年齢
	
	性別
	

	連絡先
	TEL   ：
E-mail：

	勤務先
	住所：
名称：

	勤務先からの承認
	□了承済み　　□事業主のため確認不用
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	指導可能な競技等
	

	指導可能な競技等の活動歴・指導歴
	活動団体・年数
	

	
	指導団体・年数
	

	保有資格・免許
	

	指導可能な地域
	□制限無し　□県内　□市内　□（　　　　）地区内
□その他（　　　　　　）

	指導可能な時間帯
	□平日（　　　　　曜日の　　：　　～　　：　　）
□土曜午前　□土曜午後　□日曜午前　□日曜午後　□祝日

	志望理由
	



[bookmark: _Hlk230350166]上記の申請に当たり、下記の事項を遵守することを誓約します。

記

１　暴力、暴言、ハラスメント、虐待、いじめ、無視等の行為は、許されない行為であることを理解し、自ら当該行為を行わないとともに、参加生徒同士の当該行為も許しません。
２　次の各号のいずれにも該当せず、将来においても該当することはありません。
⑴　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
⑵　赤穂市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者
⑶　過去に、暴力、暴言、ハラスメント等の行為や性犯罪歴等があるなど指導者として不適切な者


赤穂市認定地域クラブ活動指導者登録申請書兼誓約書記入例

令和××年××月××日
赤穂市教育委員会　宛
住　所　赤穂市〇〇〇〇番地〇　　
氏　名　赤穂　太郎　　　　　　　氏名は直筆で記入をお願いします。


　認定地域クラブ活動の指導者として登録を受けたいので、次のとおり申請します。
	生年月日
	昭和××年××月××日
	年齢
	××歳
	性別
	男

	連絡先
	TEL   ：(携帯)XXX-XXXX-XXXX、(自宅)XXXX-XX-XXXX
E-mail：XXXX@XXXX.jp

	勤務先
	住所：◇◇◇市◇◇◇番地◇
名称：◇◇◇◇（株）

	勤務先からの承認
	☑了承済み　　□事業主のため確認不用
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	指導可能な競技等
	□□□□□□□□□□

	指導可能な競技等の活動歴・指導歴
	活動団体・年数
	▽▽▽中学校□□□□□□□部・△△年間
▼▼▼高校□□□□□□□部・△△年間

	
	指導団体・年数
	□□□□□□□□□□クラブ・▲▲年間

	保有資格・免許
	□□□□□□□□□□指導者２級

	指導可能な地域
	□制限無し　□県内　☑市内　□（　　　　）地区内
□その他（　　　　　　）

	指導可能な時間帯
	☑平日（月・火・木・金曜日の１６：３０～１８：００）
☑土曜午前　□土曜午後　□日曜午前　□日曜午後　□祝日　

	志望理由
	【記入例】
パターン① スポーツ経験・指導経験がある場合
私は、これまで〇年間〇〇競技に取り組み、選手としてだけでなく後輩指導の経験を通して、スポーツが子どもの成長に与える大きな力を実感してきました。中学校部活動の地域展開が進む中で、すべての中学生が安心してスポーツに取り組める場を地域で支えていくことに意義を感じ、認定地域クラブ活動指導者として活動したいと考え応募しました。
　指導にあたっては、勝敗だけを重視するのではなく、子ども一人一人のペースや個性を大切にし、暴言や体罰のない安全な環境づくりを心がけます。また、自身の競技経験に加え、研修等を積極的に受講しながら指導者としての知識や技術を高め、地域の中学生が長く楽しく競技を続けられるクラブ運営に貢献したいと考えています。

パターン② 指導経験は少ないが意欲がある場合
私は学生時代から〇〇の競技に親しみ、その楽しさや、仲間と協力して目標に向かう経験が自分自身の成長につながってきたと感じています。現在、中学校部活動の地域展開が進む中で、地域全体で子どもの学びや成長を支えるという考え方に共感し、認定地域クラブ活動指導者として子どもたちの活動を支えたいと思い応募しました。
　専門的な指導経験はまだ多くはありませんが、これまでの競技経験と、子どもと関わることが好きな性格を生かし、安全で安心できる活動環境づくりに努めます。また、教育委員会等が実施する研修を積極的に受講し、ハラスメント防止や事故防止など必要な知識を身に付けながら、責任を持って指導にあたりたいと考えています。

パターン③ 文化・芸術系クラブの場合
私はこれまで〇年間、〇〇（吹奏楽、美術、演劇など）の活動に携わり、その過程で表現する楽しさだけでなく、仲間と共に作品を作り上げる喜びを学んできました。中学校の部活動が認定地域クラブ活動へと展開していく流れの中で、文化芸術活動の場を将来にわたって確保していくことの重要性を感じ、認定地域クラブ活動指導者として子どもたちを支えたいと考え応募しました。
　指導にあたっては、技術の習得だけでなく、一人一人が安心して自分を表現できる雰囲気づくりを大切にします。また、研修等を通して、いじめやハラスメントの防止、事故発生時の対応などについても学び、子どもたちが安全に活動できる環境づくりに努めたいと考えています。

アレンジするポイント
· 自分の競技名や文化活動名、年数を入れる。
· 中学生と関わったことがあれば具体例を書く。



上記の申請に当たり、下記の事項を遵守することを誓約します。

記

１　暴力、暴言、ハラスメント、虐待、いじめ、無視等の行為は、許されない行為であることを理解し、自ら当該行為を行わないとともに、参加生徒同士の当該行為も許しません。
２　次の各号のいずれにも該当せず、将来においても該当することはありません。
⑴　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
⑵　赤穂市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者
⑶　過去に、暴力、暴言、ハラスメント等の行為や性犯罪歴等があるなど指導者として不適切な者
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